
平成２７年６月の主な動き、取組 

 

１ 雇用失業情勢への対応（平成２７年４月内容） 

 

 
 
 
・引き続き、各種支援事業、求職者支援制度、各種助成金などの活用による就職促進 
・引き続き、積極的な求人開拓の実施 

 ・若者、女性、障害者、高年齢者の就業実現 

 
２ 新規学卒者の採用確保のため経済団体等へ訪問要請 
  ６月１日（月）に経済団体等５団体を訪問し、来春の新規学卒者に係

る採用枠確保及び採用選考の早期実施について要請 
 

３ 平成２７年労働災害発生状況 （４月末） 

   

 

 

    労働災害防止団体、業界団体、建設工事発注機関等との連携を図り、

目標達成に向けた積極的な労働災害防止対策を講じる。 

 
４ 全国安全週間（7 月 1日～7日）に係る説明会の実施 

全国安全週間の準備期間（６月）に、県内３９会場で全国安全週間説明

会を開催する。 

 

５ 男女雇用機会均等月間（６月）の取組 

妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等均等法令の周知徹底を

図る。 

 

６ 労働保険の年度更新申告受付の実施 

  県内の２８会場で、労働保険の年度更新申告の受付を実施する。 

 
 

有効求人数      32,755人  対前年同月比11.1％増（8ケ月連続の増加） 

 有効求職者数     39,717人   対前年同月比5.5％減(60ケ月連続の減少） 

 有効求人倍率      0.87 倍  対前月  0.01Ｐ増 
 

・死亡者数             ４人  前年比  ３人（42.9%）減少 

 

・休業４日以上の死傷者数     ４１６人   前年比  ２１人（4.8%）減少 
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４月の有効求人倍率は０．８７倍で、 

前月を０．０１ポイント上回る 
 

鹿児島県の 4 月の有効求人倍率（季節調整値）は 0.87 倍となり、前月（0.86 倍）を 0.01 ポイント上回りま

した。 

 新規求人倍率（季節調整値）は 1.26 倍となり、前月（1.33 倍）を 0.07 ポイント下回りました。 

  正社員有効求人倍率（原数値）は 0.47 倍となり、前年同月（0.41 倍）を 0.06 ポイント上回りました。 

 新規求人数は前年同月に比べ 4.2％増と 8 か月連続で上回りました。 

 産業別では前年同月に比べ、建設業(12.1％減）は 4 か月ぶりの減少、製造業（12.4％増）は 4 か月連続

の増加、運輸、郵便業（5.8％減）は 2 か月ぶりの減少、卸売業、小売業（6.0％減）は 4 か月ぶりの減少、宿

泊業、飲食サービス業（3.4％増）は 3 か月連続の増加、医療、福祉（3.3％増）は 8 か月連続の増加、サー

ビス業（他に分類されないもの）（33.9％増）は 5 か月連続の増加となりました。 

 新規求職者数は前年同月に比べ 3.0％減と 10 か月連続の減少となりました。 

 新規常用求職者について態様別に前年同月比でみると、在職求職者(3.6％増)は 5 か月連続の増加、

離職求職者（2.2％減）は 16 か月連続の減少、無業求職者（15.9％減）は 21 か月連続の減少となりました。 

離職求職者の内訳では事業主都合離職者(1.8％増)は 16 か月ぶりに増加に転じました。自己都合離職

者(3.3％減)は 4 か月連続の減少となりました。 

政府の 5 月の月例経済報告では、景気の基調判断を、「景気は、緩やかな回復基調が続いている。」と

して据え置いたものの、前月までの「企業部門に改善がみられる」の部分を削除しました。また、雇用情勢

についても、「改善傾向にある。」として据え置きました。 

 鹿児島県の雇用情勢は、新規求人数、有効求人数が 8 か月連続で前年を上回り、有効求人倍率も前

月を上回るなど、改善傾向が続いているところですが、求人の増減において産業毎にばらつきがあり、改

善傾向が一時的な動きにとどまるものであるかなど、今後の求人動向について、注視が必要と思われま

す。 

 鹿児島労働局では、現下の雇用情勢に適切に対応するため、若者・女性・障害者・高年齢者の就業実

現、地域の実情を踏まえた公共職業訓練や求職者支援訓練の推進、就職困難者等すべての求職者の就

労に向けた重層的なセーフティネットの構築による就労・生活支援対策に積極的に取り組み、今後とも一

層効果的な行政の展開に努めてまいります。 
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鹿 児 島 労 働 局   職 業 安 定 部
　職 業 安 定 課 長
　地方労働市場情報官

最　近　の　雇　用　失　業　情　勢

概　　況

  なお、全国の４月の有効求人倍率(  季節調整値  )は1.17倍となり、前月を0.02ポイント上回った。

１.　求人倍率の推移(  パートを含む、年度平均は原数値、各月は季節調整値  )

22年度 23 24 25 26
26年
４月

　5月 　6月 　7月 　8月 　9月 10月 11月 12月
27年
1月

2月 3月 ４月

本県 0.46 0.57 0.66 0.72 0.78 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.77 0.78 0.80 0.81 0.80 0.85 0.86 0.87

全国 0.56 0.68 0.82 0.97 1.11 1.08 1.09 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.12 1.14 1.14 1.15 1.15 1.17

本県 0.78 0.93 1.09 1.13 1.24 1.19 1.18 1.15 1.18 1.13 1.26 1.25 1.24 1.24 1.30 1.39 1.33 1.26

全国 0.93 1.11 1.32 1.53 1.69 1.64 1.64 1.65 1.66 1.65 1.68 1.69 1.69 1.77 1.77 1.63 1.72 1.77

*26年12月以前の各月の季節調整値（下線部分）は季節調整値替済み

２.　求人の動き(  パートを含む、原数値  )
　４月の新規求人数（パートを含む、原数値）は、前年同月に比べ4.2％増と8ヶ月連続の増加となった。

　4月の新規求人数（同）を産業別に前年同月比でみると、【建設業】（12.1％減）は4ヶ月ぶりの減少、【製造業】（12.4％増）

は4ヶ月連続の増加､【運輸業、郵便業】（5.8％減）は2ヶ月ぶりの減少､【卸売業、小売業】（6.0％減）は4ヶ月ぶりの減少、

（33.9％増）は5ヶ月連続の増加となった。
　4月の有効求人数（パートを含む、原数値）は、前年同月に比べ11.1％増と8ヶ月連続の増加となった。

(   ) 内前年同月比(％)

   新産業分類
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Ｄ　建設業

Ｅ　製造業
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     ビス業
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    類されないもの）
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(2.8)

3月

平成26年度

(  月平均  )

11,548 (3.4) 12,94412,696

有効求人倍率

新規求人倍率

(13.1) (4.2)12,216

【宿泊業、飲食サービス業】（3.4％増）は3ヶ月連続の増加、【医療、福祉】（3.3％増）は8ヶ月連続の増加、【サービス業】

(3.3)

1月

(67.7)

　・鹿児島県の４月の有効求人倍率(  季節調整値  )は0.8７倍となり、前月を0.0１ポイント上回った。
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３.　求職の動き(パートを含む、原数値。 但し、※「うち３４歳以下」と、※（新規常用求職者態様別内訳）は臨時・季節を除く常用。）
 　4月の新規求職者数（パートを含む、原数値）は、前年同月に比べ3.0 ％減と10ヶ月連続の減少となった。

   新規常用求職者について態様別に前年同月比でみると、在職求職者（3.6％増）は5ヶ月連続の増加となった。

   また、離職求職者（2.2％減）は16ヶ月連続の減少、無業求職者（15.9％減）は21ヶ月連続の減少となった。

　 離職求職者の内訳をみると、事業主都合離職者（1.8％増）は16ヶ月ぶりに増加に転じた。

　 自己都合離職者（3.3％減)　は4ヶ月連続の減少となった。

　 4月の受給資格決定件数(1.6％減)は2ヶ月ぶりの減少となった。

   また、受給者実人員（8.9％減）は25ヶ月連続の減少となった。

　4月の有効求職者数（パートを含む、原数値）は、前年同月に比べ5.5％減と60ヶ月連続の減少となった。

(   ) 内前年同月比(％)

新規求職者数

※うち３４歳以下

うち５５歳以上

有効求職者数

※うち３４歳以下

うち５５歳以上

※( 新規常用求職者態様別内訳 ) (   ) 内前年同月比(％)

在職求職者

離職求職者

うち事業主都合

うち自己都合

無業求職者

　　　　　　

４.　就職の動き(パートを含む。但し、※「うち３４歳以下」は臨時・季節を除く常用。）
　4月の就職件数（パートを含む）は、前年同月に比べ2.0％減と２ヶ月ぶりの減少となった。

(   ) 内前年同月比(％)

就職件数

※うち３４歳以下

うち５５歳以上

５.　完全失業率(  全国  )

  完全失業率        (  ％  )

  完全失業者数  (  万人  )

※完全失業率は季節調整値
* 下線部分は季節調整替え済み

資料出所：総務省統計局「労働力調査 」
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平成27年度　鹿児島労働局　安定所別　有効求人倍率（原数値）
※パートタイムを含む　様式３

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年度計

有効求職 15,635 15,635

有効求人 15,123 15,123

求人倍率 0.97 0.97

有効求職 5,202 5,202

有効求人 3,917 3,917

求人倍率 0.75 0.75

有効求職 2,582 2,582

有効求人 1,912 1,912

求人倍率 0.74 0.74

有効求職 2,040 2,040

有効求人 1,564 1,564

求人倍率 0.77 0.77

有効求職 580 580

有効求人 441 441

求人倍率 0.76 0.76

有効求職 5,509 5,509

有効求人 4,317 4,317

求人倍率 0.78 0.78

有効求職 3,736 3,736

有効求人 2,900 2,900

求人倍率 0.78 0.78

有効求職 1,773 1,773

有効求人 1,417 1,417

求人倍率 0.80 0.80

有効求職 4,863 4,863

有効求人 3,482 3,482

求人倍率 0.72 0.72

有効求職 1,806 1,806

有効求人 1,345 1,345

求人倍率 0.74 0.74

有効求職 1,826 1,826

有効求人 1,130 1,130

求人倍率 0.62 0.62

有効求職 1,231 1,231

有効求人 1,007 1,007

求人倍率 0.82 0.82

有効求職 5,831 5,831

有効求人 4,089 4,089

求人倍率 0.70 0.70

有効求職 5,045 5,045

有効求人 3,599 3,599

求人倍率 0.71 0.71

有効求職 786 786

有効求人 490 490

求人倍率 0.62 0.62

有効求職 734 734

有効求人 585 585

求人倍率 0.80 0.80

有効求職 1,943 1,943

有効求人 1,242 1,242

求人倍率 0.64 0.64

有効求職 39,717 39,717

有効求人 32,755 32,755

求人倍率 0.82 0.82

※地域別：安定所の管轄区分
・・・鹿児島 姶良地域 ・・・国分、大口
・・・川内、出水、宮之城 熊毛地域 ・・・熊毛
・・・鹿屋、大隅 奄美地域 ・・・名瀬

南薩地域 ・・・加世田、伊集院、指宿

安定所

鹿児島
地　 域

川内

出水

奄美地域

国分

大口

姶良地域

熊毛地域

伊集院

指宿

宮之城

北薩地域

鹿屋

大隅

南薩地域

大隅地域

鹿児島地域
北薩地域

県計

大隅地域

加世田



新規学卒者に係る採用枠確保のために 

経済団体等への訪問要請を行います 

 

高校生の求人受付が 6 月 22 日から開始されることを受けて、県、

県教育委員会、国（鹿児島労働局）が一体となって、6 月 1 日（月）

に、経済団体等 5 団体を訪問し、来春の新規学卒者の採用枠確保及

び採用選考の早期実施についての要請書を手渡し、各団体の会員企

業に新規学卒者が一人でも多く採用されるよう協力をお願いするこ

ととしています。 

高校生が応募先を選択する場合、高校生の採用選考が開始される

9 月 16 日に向けて、夏休み期間中に、本人、保護者、教職員の三者

で応募先を検討する傾向にあるため、その前に提出された求人が検

討の対象となることが考えられます。 

全国的に有効求人倍率が上昇傾向にあるなど、全体として採用意

欲が高まっていることからも、来春の新規学卒者の人材確保のため

に、早期の求人提出をお願いするものです。 

 

（職業安定部地方訓練受講者支援室） 



平成２７年における労働災害発生状況（４月末） 

 

 平成２７年４月末現在における業種別労働災害発生状況を取りま

とめましたので発表します。 

死傷者数（休業 4日以上）は、前年より 21人少ない 416 人で、死

亡者数は 3人減の 4人となっています。 

業種別の死傷者数は、製造業 78 人（対前年比－6 人）、建設業 78

人（同＋13 人）、運輸交通業 53人（同－13 人）、商業 50 人（同－25

人）、保健衛生業 43 人（同－1 人）、業種別の死亡者数は、製造業 1

人（同－1人）、建設業 1人（同±0人）、農林業 1人（＋1人）、畜産・

水産業 1人（同＋1人）となっています。 

特に建設業において死傷者数が増加していることから、今後も労

働災害防止団体、業界団体、建設工事発注機関等との連携を図ると

ともに、第 12次労働災害防止計画の目標達成に向け、積極的な労働

災害防止対策を講じていくこととしています。 

                  （労働基準部健康安全課） 

 



416 4 437 7 -21 -3

78 1 84 2 -6 -1

44 52 1 -8 -1

1 8 -7 0

4 3 1 0

6 1 4 2 1

8 6 2 0

15 11 1 4 -1

0 1 -1 0

78 1 65 1 13 0

24 1 30 1 -6 0

46 29 17 0

8 6 2 0

53 66 3 -13 -3

2 2 0 0

2 7 1 -5 -1

49 57 2 -8 -2

0 0 0 0

5 4 1 0

1 3 -2 0

4 1 3 0

21 1 21 0 1

7 7 0 0

14 1 14 0 1

21 1 19 2 1

50 75 -25 0

4 10 -6 0

38 60 -22 0

0 0 0 0

8 5 3 0

2 3 -1 0

1 2 -1 0

4 3 1 0

43 44 -1 0

16 18 -2 0

26 23 3 0

1 3 -2 0

29 25 1 4 -1

7 4 3 0

12 14 1 -2 -1

10 7 3 0

31 25 6 0

0 0 0 0

19 12 7 0

2 0 2 0

10 13 -3 0

50 60 2 -10 -2

160 177 1 -17 -1

　①　死傷者数は、当月末までに発生した労働災害の被災者を翌月７日締めで集計したもの。
　②　死傷者数は、労働者死傷病報告のうち休業見込み日数が４日以上の災害によるもので、死亡者を含みます。
　③　死亡者数は、各労働基準監督署の調査等により把握したもので、労働者死傷病報告が未提出の場合もあります。
　④　陸上貨物運送事業及び第三次産業は、別計。

平成27年　業種別死傷災害発生状況（4月末）

鹿児島労働局

平成27年 平成26年 増減数

死傷者数

    全産業

１　製造業

１　食料品製造業

４　木材・木製品製造業

９　窯業土石製品製造業

11～12　金属製品製造業

13～15　機械機具製造業

上記以外の製造業

２　鉱業

３　建設業

１　土木工事業

２　建築工事業

３　その他の建設業

６　農林業

１　農業

２　林業

４　運輸交通業

１　鉄道・航空機業

２　道路旅客運送業

４　その他の運輸交通業

５　貨物取扱業

３　道路貨物運送業

１　陸上貨物取扱業

２　港湾運送業

７　畜産・水産業

８　商業

１　卸売業

２　小売業

３　理美容業

４　その他の商業

上記以外の事業 

９　金融・広告業

11　通信業

12　教育・研究業

13　保健衛生業

１　医療保健業

２　社会福祉施設

３　その他の保健衛生業

14　接客娯楽業

１　旅館業

２　飲食店

３　その他の接客娯楽業

10　映画・演劇業

15　清掃・と畜業

16　官公署

17　その他の事業

第三次産業（８～17）

陸上貨物運送事業（４－３・５－１）

死亡者数 死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数



平成２７年度全国安全週間説明会を開催します 

 

 

７月１日から、「危険見つけてみんなで改善 意識高めて安全職場」

をスローガンとする第８８回全国安全週間が始まります。 

全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて以来、一度の中断

もなく続けられ、今年で８８回目を迎えます。 

鹿児島労働局では、全国安全週間準備期間である６月１日から６

月３０日までの間に、県内の３９会場（平成２７年度全国安全週間

説明会日程表参照）で安全週間説明会を開催し、それぞれの職場で、

労働災害防止の重要性を認識し、安全活動が着実に実施されるよう、

指導・啓発に取り組みます。 

また、６月は今年１年をプロジェクト期間として実施している「Ｓ

ＴＯＰ！転倒災害プロジェクト」の重点取組期間であることから、

併せて安全週間説明会において指導・啓発に取り組みます。 

（労働基準部健康安全課） 

 

資料 第８８回全国安全週間リーフレット 

   平成２７年度 全国安全週間説明会日程表 

   ＳＴＯＰ転倒災害リーフレット 

 



期         間  ：平成 27 年７月１日 ( 水 ) ～７日 ( 火 ）

【準備期間  ：平成 27 年６月１日 ( 月 ) ～ 30 日 ( 火 )】

危険見つけてみんなで改善 
意識高めて安全職場

※裏面の「平成 27 年度全国安全週間実施要綱について」もご覧ください。

き け ん み

い し き た か

か い ぜ ん

あ ん ぜ ん し ょ く ば

第 回 全国安全週間

主唱　厚生労働省 、中央労働災害防止協会

協賛　建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会

　　　港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会

　全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という崇高な基
本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意
識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けら
れ、今年で８８回目を迎えます。
　労働災害のない、安心して働ける職場は、働く誰もが求めるものです。それぞれの
事業場において、労使が協調して行われているいろいろな取組の積み重ねにより、
労働災害が長期的に減少していることはご存じのとおりです。
　しかしながら、平成２２年以降の５年間のうち４年間は、労働災害の発生件数が前
年を上回っており、特に平成２６年につきましては、上半期に前年同期を大幅に上回
る緊急事態となりました。このため、８月に「労働災害のない職場づくりに向けた緊
急対策」を実施し、上半期の増加分を挽回しきれなかったものの、下半期の実績は
前年同期を下回りました。
　平成２７年につきましては、緊急対策による労働災害の減少傾向を継続し、労働
災害の発生件数を何としても前年を大幅に下回ることを目標にしています。厚生労
働省におきましても、これまでの重点業種ごとの対策に加え、業種横断的な対策と
して、１月には「ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト２０１５」を開始し、５月には交通労働
災害防止対策を展開しています。
　皆様の職場におきましても、「危険見つけてみんなで改善 意識高めて安全職場」
のスローガンのもと、職場の全員参加で危険箇所を見つけ出し、必要な対策を講じ
ますとともに、職場で働く一人ひとりの安全意識を高めて、安心して働ける職場づ
くりを達成いただくようお願いします。

（スローガン）（スローガン）
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平成27年度全国安全週間実施要綱について

厚 生 労 働 省　　http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzen.html

中央労働災害防止協会　　http://www.jisha.or.jp/campaign/anzen/index.html

あんぜんプロジェクト　　http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/

職場のあんぜんサイト　　http://anzeninfo.mhlw.go.jp/

詳しくは、最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署にご相談ください。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

職場の安全、安全週間に関する情報はこちらでも発信しています！

①全般的事項

　・安全衛生管理体制の確立
　・職業生活における安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛生教育の実施等
　・自主的な安全衛生活動の促進
　・ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト２０１５
　・交通労働災害防止対策 など

②業種の特性に対応した対策・特定の災害に対する対策の推進

（１）製造業における労働災害防止対策
　・機械・設備等の修理、点検、トラブル処理等の非定常作業に係る安全作業マニュアルの整備
　・災害事例や視聴覚教材を活用した未熟練労働者に対する安全衛生教育の内容の充実・強化
　   など
（２）建設業における労働災害防止対策
　＜一般的事項＞
　・元方事業者による統括安全衛生管理と関係請負人に対する指導の徹底
   ・足場に係る改正労働安全衛生規則を踏まえた墜落・転落防止対策の徹底
   ・事業所と現場の車両移動時の運転者の疲労軽減への配慮 など
　＜東日本大震災に伴う復旧・復興工事の労働災害防止対策＞
   ・輻輳工事における適正な施工計画、作業計画の作成及びこれらに基づく工事の安全な実施
   ・解体用機械等の車両系建設機械との接触防止、高所からの墜落・転落災害防止対策等の徹底
    ・職長、新規入職者等に対する安全衛生教育の確実な実施及び作業内容に応じた保護具の使用
　　 など

・荷役作業中の荷台等からの墜落・転落防止対策の徹底
・荷主との合同による荷役作業現場の安全点検及び改善の実施 など

・安全推進者等、事業場における安全活動の推進役の選任及び安全パトロール等の実施

・車両系木材伐出機械等の検査・点検整備及び安全な作業方法の徹底
・間伐作業での安全対策の徹底 など

・化学設備の定期自主検査の計画的な実施、化学設備の改造・修理等の作業の注文者による文
　書等の交付等、工事発注者と施工工事業者との連携等の実施
・特に改造・修理等の非定常作業におけるリスクアセスメント等の徹底、特殊化学設備に対す
　る過去のリスクアセスメント等の確認等

（３）陸上貨物運送事業における労働災害防止対策の推進

（４）第三次産業における労働災害防止対策

（５）林業の労働災害防止対策

（６）石油コンビナート等における爆発・火災災害防止対策



業種 主催者 会場

6月5日 （ 金 ） 13時30分～ 全業種 基準協会
串木野さのさ荘
　（シーサイドガーデンさのさ）

6月8日 （ 月 ） 13時30分～ 全業種 基準協会 枕崎市市民会館

6月9日 （ 火 ） 10時30分～ 建設 建災防 指宿建設会館

6月9日 （ 火 ） 13時30分～ 全業種 基準協会 指宿市民会館

6月10日 （ 水 ） 13時30分～ 全業種 基準協会 鹿児島総合卸商業団地協同組合

6月11日 （ 木 ） 10時～ 建設 建災防 南薩建設業会館

6月11日 （ 木 ） 13時30分～ 全業種 基準協会 南さつま市民会館

6月12日 （ 金 ） 13時30分～ 全業種 基準協会 鹿児島県歴史資料センター黎明館

6月15日 （ 月 ） 10時～ 建設 建災防 凌雲閣

6月16日 （ 火 ） 10時～ 建設 建災防 鹿児島県建設センター

6月16日 （ 火 ） 13時30分～ 建設 建災防 日置建設会館

6月17日 （ 水 ） 13時30分～ 建設 建災防 建築会館

6月24日 （ 水 ） 13時30分～ 建設 建災防 種子島建設会館

6月25日 （ 木 ） 10時～ 全業種 基準協会 種子島建設会館

6月29日 （ 月 ） 13時30分～ 建設 建災防 屋久島建設会館

6月30日 （ 火 ） 10時～ 全業種 基準協会 屋久島環境文化村センター

6月10日 （ 水 ） 13時30分～ 全業種 基準協会 薩摩川内市国際交流センター

6月11日 （ 木 ） 10時～ 建設 建災防 出水建設会館

6月11日 （ 木 ） 14時～ 全業種 基準協会 出水音楽ホール

6月16日 （ 火 ） 13時30分～ 建設 建災防 宮之城建設会館

6月17日 （ 水 ） 10時～ 建設 建災防 川内建設会館

6月23日 （ 火 ） 10時30分～ 建設 建災防 甑島建設会館

6月10日 （ 水 ） 13時30分～ 建設 建災防 錦江町中央公民館

6月15日 （ 月 ） 13時30分～ 建設 建災防 曽於建設会館

6月16日 （ 火 ） 13時30分～ 建設 建災防 鹿屋建設会館

6月17日 （ 水 ） 13時30分～ 全業種 基準協会 鹿児島県交通安全協会志布志地区協会

6月19日 （ 金 ） 14時～ 全業種 基準協会 鹿屋市中央公民館

6月8日 （ 月 ） 14時～ 全業種 基準協会 加音ホール

6月9日 （ 火 ） 10時～ 建設 建災防 姶良郡建設会館

6月10日 （ 水 ） 10時～ 建設 建災防 大口建設会館

6月10日 （ 水 ） 14時～ 全業種 基準協会 伊佐市文化会館

6月11日 （ 木 ） 10時～ 建設 建災防 栗野建設会館

6月2日 （ 火 ） 10時～ 一般 基準協会 奄美振興会館

6月2日 （ 火 ） 13時30分～ 建設 建災防 奄美建設会館

6月5日 （ 金 ） 13時30分～ 一般・建設
基準協会
建災防 瀬戸内建設会館

6月8日 （ 月 ） 15時30分～ 一般・建設
基準協会
建災防 与論町中央公民館

6月9日 （ 火 ） 15時30分～ 一般・建設
基準協会
建災防 和泊町中央公民館

6月16日 （ 火 ） 10時～ 一般・建設
基準協会
建災防 徳之島建設会館

6月22日 （ 月 ） 13時30分～ 一般・建設
基準協会
建災防 喜界町中央公民館
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平成２７年度　全国安全週間説明会日程表
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6 月は第 30 回男女雇用機会均等月間です 

 

 厚生労働省では、昭和 61 年から男女雇用機会均等法が公布された 6月を「男女雇用機会

均等月間」と定め、職場における男女均等取扱いについて社会一般に広く周知・啓発等を集

中的に行っているところです。 

男女雇用機会均等法が施行されて30年を迎える本年は、『職場のマタハラでつらい思い、してい

ませんか？～「妊娠したから解雇」は違法です。雇用均等室へご相談ください！～』をテーマに、

依然として女性労働者から雇用均等室に寄せられる相談件数が多く、社会的な問題となっている、

妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止について、均等法令のより一層の周知徹底を集中的

に取り組みます。 

 鹿児島労働局において、多く寄せられているセクシュアルハラスメントについても、防止対策の

措置が図られるよう、本月間にあわせて、集中的に周知・啓発を実施することとしています。 

 

職場のマタハラでつらい思い、していませんか？ 

～「妊娠したから解雇」は違法です。雇用均等室へご相談ください！～ 

 妊娠・出産・育休などを理由とする不利益な取扱いを行うことは、違法です！  

妊娠や出産、育児休業などを理由とする解雇や雇い止め、降格などのいわゆる「マタニテ

ィハラスメント」は、男女雇用機会均等法第９条、育児・介護休業法第 10 条等で従来から

禁止されています。 

 昨年度、マタハラに関する最高裁判決が出されたことも踏まえ、今年１月に解釈通達が一

部改正され、違法性の判断基準がより明確になりました。妊娠・出産、育休等の事由の終了

から 1年以内に不利益取扱いがなされた場合、原則として「事由と不利益取扱いに因果関係

がある」と解され、法違反となります。 

 『業務上の必要性から不利益取扱いをせざるを得ない特段の事情が存在する場合』や、『労

働者本人が同意しており、一般的な労働者なら同意するような合理的な理由が客観的に存在

するとき』など、法違反の例外と解される場合はありますが、例外はあくまでも例外です。 

 「妊娠を報告したら、退職してもらうと言われた」、「正社員なのに、妊娠したらパートに

なれと言われた」、「うちは産休・育休制度はないからと言われた」など、マタハラでお困り

の方は、鹿児島労働局雇用均等室（099－222－8446）までご相談ください。 

☆マタハラに関する情報や、解釈通達等について（厚生労働省本省 HP 内「雇用均等」関係） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html 

参考資料１）第 30 回 男女雇用機会均等月間ポスター 

    ２）マタハラ周知・啓発リーフレット 

STOP！マタハラ 

STOP！セクハラ 



                                           参考資料 １ 

 



●妊娠した、出産した
●妊婦健診を受けに行くため仕事を休んだ
●つわりや切迫流産で仕事を休んだ
●産前・産後休業をとった
●育児休業をとった
●子どもが病気になり、看護休暇をとった
●�育児のため残業や夜勤の免除を申し出た
など。

●解雇された
●退職を強要された
●契約更新がされなかった
●正社員からパートになれと強要された
●減給された
●普通ありえない様な配置転換をされた
　など。

職場でつらい思い、
していませんか？

例えばこんなことを理由として こんな取扱いを受けたら法違反です

厚生労働省・都道府県労働局

妊娠・出産・産休・育休などを理由とする
解雇などの不利益な取扱いは、法律※で禁止されています。
お困りの方は雇用均等室（連絡先：裏面）までご相談下さい。

※男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法

1年契約で
更新されてきたが、妊娠を
伝えたら、「次の契約更新は

しない」と言われた。

妊娠を報告したら、
「退職してもらう」
と言われた。

正社員なのに、
妊娠したら「パートに

なれ」と言われた。

上司から、
「産休・育休は認めない」

と言われた。

・・・・・

「赤ちゃんが生まれる！」という嬉しい思いと、仕事を続けながら妊娠・出産・育児
という大きなイベントを迎える不安の両方を抱える大変なママさんたち。
会社の皆さんもあなたの妊娠・出産を祝福してくれていますか？

働きながらお母さんになるあなたへ
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妊娠・出産・育児をしながら働く女性のための制度はたくさんあります!

都道府県労働局雇用均等室へご相談を！（匿名でも大丈夫・相談は無料です）

北海道 011-709-2715 東　京 03-3512-1611 滋　賀 077-523-1190 香　川 087-811-8924
青　森 017-734-4211 神奈川 045-211-7380 京　都 075-241-0504 愛　媛 089-935-5222
岩　手 019-604-3010 新　潟 025-288-3511 大　阪 06-6941-8940 高　知 088-885-6041
宮　城 022-299-8844 富　山 076-432-2740 兵　庫 078-367-0820 福　岡 092-411-4894
秋　田 018-862-6684 石　川 076-265-4429 奈　良 0742-32-0210 佐　賀 0952-32-7218
山　形 023-624-8228 福　井 0776-22-3947 和歌山 073-488-1170 長　崎 095-801-0050
福　島 024-536-4609 山　梨 055-225-2859 鳥　取 0857-29-1709 熊　本 096-352-3865
茨　城 029-224-6288 長　野 026-227-0125 島　根 0852-31-1161 大　分 097-532-4025
栃　木 028-633-2795 岐　阜 058-245-1550 岡　山 086-224-7639 宮　崎 0985-38-8827
群　馬 027-210-5009 静　岡 054-252-5310 広　島 082-221-9247 鹿児島 099-222-8446
埼　玉 048-600-6210 愛　知 052-219-5509 山　口 083-995-0390 沖　縄 098-868-4380
千　葉 043-221-2307 三　重 059-226-2318 徳　島 088-652-2718
★都道府県労働局雇用均等室とは？
・男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法、パートタイム労働法の施行、これらの法律の周知、履行確保等を行う国の機関です。
・労働者や事業主の方々からの相談の受付け、適切な雇用管理がなされるよう事業主への報告徴収や是正指導を行っています。
・労働者と事業主の間に上記法律に関するトラブルが起きた場合は、労働局長による援助や調停会議も行っています。

［受付時間　8時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）］

妊娠期 産前6週間 産後8週間 1歳 3歳 小学校
入学

・�時間外労働（※）や深夜業ができない場合、それらの制限の申出・請求をする
ことができます。

・�妊婦健診を受けるための時間を確保したり、ラッシュを避けるために通勤の時
間をずらしてもらうことも申出・請求することができます。

育児時間（1日2回、少なくとも各30分）

8週間6週間
出 産

産前・産後休業
パート・アルバイト等を含め、すべての女性
が産前・産後休業を取得できます。

・�パート・アルバイト等であっても、一定の要件
を満たせば取得できます。
・�女性は産後休業終了後から、男性は出産予定日
から取得できます。

育児休業
育児休業給付の給付割合が、休業開始後6ヶ月
につき、67%に引き上げられました！

産休、育休期間中は社会保険料負担が免除されます!

他にもこういう制度も
あります！

事業主に申出・請求する
ことで利用できます！

時間外労働の制限（1か月24時間、1年150時間まで）、
深夜業（午後10時～午前5時）の免除

子の看護休暇（子が1人なら年5日、2人以上なら年10日）

残業（所定外労働※）の制限

短時間勤務制度（所定労働時間を１日原則6時間にする制度）

遅くとも、育児休業開始予定日
の1か月前までに会社へ育児休
業申出書などを提出します。

保育所に入所できないな
どの事情があれば、1歳6
か月まで育児休業を延長
することができます。

両親共に育児休業
を取得した場合
は、休業対象とな
る子の年齢が原則
1歳までから原則
1歳2か月までに
延長されます。
(パパ・ママ育休プラス )

※時間外労働：労働基準法で定められている１日８時間または１週間40時間を超える労働。
　残業（所定外労働）：会社で決められている始業から終業までの時間を超える労働。
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労働保険の年度更新（申告・納付）は 

  ６月１日から７月１０日までです 

 

 鹿児島労働局では、労働保険徴収室・労働基準監督署を始め県内２８の会場で、労働

保険料の概算・確定申告の受付を行います。郵送やインターネットによる受付もで

きますので、ぜひご利用ください。 

事業主の皆様には、法定期限の７月１０日（金）までに労働保険料の申告・納付をし

ていただきますようお願いいたします。 

 平成２３年度から、受付・審査事務の一部を民間業者に外部委託したことか

ら、受託業者から申告内容について事業主に照会することがあります。 

 また、石綿健康被害救済のための一般拠出金についても、労働保険料と併せて申告・

納付していただくことになります。 

 

※ 労働保険料は、 

○ 労働者の業務上又は通勤途中の負傷や疾病、死亡等に対して行う保険給付（労災保険） 

○ 労働者が失業したときや就職促進のための給付、事業主に対して行う各種助成等（雇用保険） 

といったセーフティネットの基になるものです。 

                            （総務部労働保険徴収室） 



地区 月　日  時　間 申 告 書 受 付 会 場 所在地・電話番号

 6月17日(水) 10:30～15:00  シーサイドガーデンさのさ（みさきの間）
 いちき串木野市長崎町101
 　　0996-32-4177

 6月19日(金) 10:00～16:00
 鹿児島総合卸商業団地協同組合
 　　オロシティーホール  （大会議室）

 鹿児島市卸本町6-12
　 　099-260-2111

 6月25日(木)

 6月26日(金)

 6月15日(月) 10:00～15:00  南さつま市民会館（第２会議室）
 南さつま市加世田川畑2627-1
   　0993-53-2331

 6月23日(火) 10:30～15:00  指宿市民会館（大会議室）
 指宿市東方12000
 　　0993-22-4105

 6月22日(月) 10:30～15:00  ホテルキング（２階バンケットホール）
 出水市向江町5-18
 　　0996-62-1511

 6月30日(火) 10:00～15:00  宮之城ひまわり館（いきいき学習室）
 薩摩郡さつま町宮之城屋地2117-1
 　　0996-52-1123

 7月 7日(火)

 7月 8日(水)

 6月16日(火) 10:30～15:00  伊佐市文化会館（小ホール）
 伊佐市大口鳥巣305
　 　0995-22-6320

 6月23日(火) 10:00～15:00  栗野建設会館（２階会議室）
 姶良郡湧水町米永476
   　0995-74-2221

 6月29日(月) 10:00～15:00  国分シビックセンター（多目的ホール）
 霧島市国分中央3-45-1
 　　0995-45-5111

 7月 1日(水) 10:00～15:00  姶良市文化会館（加音ホール会議室）
 姶良市加治木町木田5348-185
　　 0995-62-6200

 6月18日(木) 10:30～15:00  曽於市商工会大隅支所（２階大会議室）
 曽於市大隅町岩川6491-2
   　099-482-1432

 6月24日(水) 10:30～15:00  サンポートしぶしアピア（２階アピアホール）
 志布志市志布志町志布志3-24-1
   　099-472-5111

 7月 2日(木)

 7月 3日(金)

 6月 9日(火) 10:30～16:00  種子島合同庁舎（国）（第２会議室）
 西之表市西之表16314-6
　 　0997-22-1318

 6月10日(水)  9:30～12:00  中種子町立中央公民館（小会議室）
 熊毛郡中種子町野間5186-2
　 　0997-27-1111

 6月11日(木) 13:30～16:00  屋久島離島開発総合センター（第１会議室）
 熊毛郡屋久島町宮之浦1593
　 　0997-42-0100

 6月12日(金) 10:00～12:00  屋久島町総合センター（安房）（大会議室）
 熊毛郡屋久島町安房187-1
 　　0997-43-5900

 6月10日(水) 14:00～16:30  天城町中央公民館（つつじの間）
 大島郡天城町天城430
　 　0997-85-2258

 6月11日(木)  9:30～16:00  徳之島合同庁舎（国）（２階会議室）
 大島郡徳之島町亀津553-1
　 　0997-82-1438

 6月12日(金)  9:30～12:00  徳之島交流ひろば　ほーらい館（会議室Ａ）
 大島郡伊仙町伊仙2575-2
　 　0997-86-3319

 6月17日(水) 13:00～16:00  せとうち物産館（２階会議室）
 大島郡瀬戸内町古仁屋船津38
　 　0997-72-4595

 6月18日(木)  9:00～16:00

 6月19日(金)  9:00～12:00

 6月24日(水) 15:00～17:00  知名町中央公民館（小会議室）
 大島郡知名町知名411
 　　0997-93-2041

 6月25日(木)  9:00～12:00  和泊町商工会（会議室）
 大島郡和泊町和泊1225
　 　0997-92-0148

 6月30日(火) 14:30～17:00  与論町中央公民館（第３研修室）
 大島郡与論町茶花1015
 　　0997-97-2079

 7月 7日(火)  9:00～12:00  喜界町中央公民館（団体室）
 大島郡喜界町赤連18-2
　 　0997-65-0229

 奄美市名瀬長浜町517
　 　0997-54-1211

熊　毛

大　島

北　薩

10:00～15:00
 薩摩川内市国際交流センター
　　（２階会議室Ａ・Ｂ）

 奄美文化センター（２階第２会議室）

 薩摩川内市天辰町2211-1
   　0996-22-7741

姶　良
伊　佐

大　隅

10:00～15:00  鹿屋合同庁舎（４階共用会議室）
 鹿屋市西原4-5-1
　 　0994-43-3385

南　薩

平成２７年度　労働保険年度更新申告書集合受付日程表

鹿児島
日　置

10:00～16:00
 かごしま県民交流センター
　　（東棟４階大研修室３）

 鹿児島市山下町14-50
 　　099-221-6600
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梅雨時期の土砂崩壊等による労働災害の防止に 

取り組みます  
 

 ５月１９日に奄美地方が梅雨入りし、鹿児島県本土でもこれから梅雨の

時期となります。この時期は、大雨等による土砂崩壊災害が発生し、また、

これに伴う災害復旧工事等も行われます。 

 梅雨時期は、建設工事現場における土砂崩壊等による労働災害の発生が

懸念されるため、鹿児島労働局では、その日の作業を開始する前や降雨後

の作業再開時に、作業箇所の事前点検や避難措置等の各種対策を講じるよ

う、関係団体等を通じた周知啓発や指導を実施していきます。 

  

           （労働基準部健康安全課） 

 



職場の熱中症を防ごう！ 

 

 熱中症とは、高温多湿な環境下において体内の水分等のバランスが

崩れるなどにより発症する障害で、めまいや失神等の症状があらわれ、

死に至る場合もあります。 

鹿児島県内においては、平成２６年に休業４日以上の労働災害とし

て７件の報告があり、うち１件は死亡災害です。また、月毎に見ると、

４月に１件、６月に１件、７月に３件（うち死亡１件）、８月に２件と

なっています。 

鹿児島労働局では、これから夏に向けて、高温多湿場所の職場環境

の改善や水分・塩分の摂取等熱中症予防対策の周知啓発・指導を実施

します。 

熱中症を防ぐために、皆様に取り組んでいただきたいことについて

は、鹿児島労働局ホームページ「熱中症を防ごう」をご覧ください。 

 

           （労働基準部健康安全課） 

 



平成26年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」を公表します

～平成27年の熱中症予防対策も建設業、警備業、製造業を重点に実施～

厚生労働省では、このほど、平成26年の「職場での熱中症による死傷災害の発生状況」を取りまとめました（別添資料参照）*1。この結果を踏まえて、平成

27年の職場における熱中症予防対策については、昨年に続き、死傷災害が多く発生している建設業や製造業などを重点業種とし、重点事項などについて都

道府県労働局長あてに通達を出しました。

●平成26年度の職場における熱中症による死傷者の状況

昨年（平成26年）の職場での熱中症*2による死傷者（死亡・休業4日以上）は423人と、平成25年よりも107人少なく、うち死亡者は12人と、平成25年よりも18

人少なくなっています。しかしながら、近年の熱中症による死傷者は、猛暑だった平成22年の後も、毎年400～500人台で高止まりの状態にあります。

業種別に死傷者をみると、建設業が最も多く、次いで製造業で多く発生しており、全体の約5割がこれらの業種で発生しています。

平成26年に熱中症で死亡した12人の状況をみると、WBGT値*3（暑さ指数）の測定を行っていなかった（11人）、計画的な熱への順化期間が設定されていな

かった（10人）、定期的な水分・塩分の摂取を行っていなかった（8人）、健康診断を行っていなかった（7人）など、基本的な対策が取られていなかったことが分

かります。

●平成27年の熱中症予防対策

今年の夏は、気温が平年並みか平年より高くなることが見込まれ、熱中症による労働災害が多く発生することが懸念されます。

平成27年の職場における熱中症予防対策については、平成26年に死傷災害が多く発生している建設業と建設現場に付随して行う警備業、製造業を重点業

種として実施し、重点事項などについて都道府県労働局長あてに通達（平成27年5月14日付け。以下の概要参照）を出すなど、取組を推進することとしていま

す。

平成27年の職場での熱中症予防対策の重点的な実施についての概要

１ 建設業や、建設現場に付随して行う警備業では、特に次の４項目を重点事項とすること。

（１） WBGT 基準値を超えることが予想される場合には、簡易な屋根の設置、スポットクーラーの使用、作業時間の見直しを行うとともに、単独での作業を

避けること。

作業時間については、特に、７、８月の 14 時から 17 時の炎天下などで WBGT 値が基準値を大幅に超える場合には、原則作業を行わないことも含め

て見直しを図ること。

（２）作業者が睡眠不足、体調不良、前日に飲酒、朝食を食べていない、発熱・下痢による脱水症状などがみられる場合は、熱中症の発症に影響を与える

おそれがあることから、作業者に対して日常の健康管理について指導するほか、朝礼の際にその状態が顕著にみられる作業者については、作業場

所の変更や作業転換などを行うこと。

（３）管理・監督者による頻繁な巡視や、朝礼などの際の注意喚起などにより、自覚症状の有無に関わらず、作業者に水分・塩分を定期的に摂取させるこ

と。

（４）高温多湿な作業場所で初めて作業する場合には、順化期間を設けるなどの配慮をすること。

２ 製造業では特に次の２項目を重点事項とすること。

（１） WBGT 値の計測などを行い、必要に応じて作業計画の見直しなどを行うこと。

（２）管理・監督者による頻繁な巡視や、朝礼などの際の注意喚起などにより、自覚症状の有無に関わらず、作業者に水分・塩分を定期的に摂取させるこ

と。

＊1 これまでは死亡災害のみを集計していましたが、今回から死傷災害全体を集計しています。

＊2 熱中症とは

高温多湿な環境下において、体内の水分と塩分（ナトリウムなど）のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称。

めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐（おうと）・倦怠（けんたい）感・虚脱感、意識障害・痙攣（けいれん）・手

足の運動障害、高体温などの症状が現れます。

＊3 WBGT値とは、

気温に加え、湿度、風速、輻射（放射）熱を考慮した暑熱環境によるストレスの評価を行う暑さの指数。

平成27年5月14日
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